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はじめに 

 
1876年（明治 9）11月に開校した本邦初の官立の西洋美術教育機関、工部美

術学校開校時に彫刻教師として来日したヴィンチェンツォ・ラグーザの伝記と

しては、マリオ・オリヴェーリによるラグーザ伝があり、日本では、木村毅編

『ラグーザお玉自叙伝』所収の、吉浦盛純による邦訳「大理石の芸術家」によっ

て知られている(1)。 
ラグーザ研究の基礎を成すこのオリヴェーリの著書は、1925 年に”Un 

artefice del marmo: Vincenzo Ragusa”、そして 1929年（但し、筆者のあとが

きは 1928年）には第二版が”Un artefice del marmo”というタイトルで、ラグ
ーザの故郷パレルモの Arte Nova社から出版された。両者はページ割や図版の
位置の異同、また僅かに語彙の修正もあるが、記述内容は同一であるといえる。

吉浦訳は第二版を使用している。 
「大理石の芸術家」は、ラグーザを称える感情的な表現に溢れており、それが

この伝記の魅力でもあるのだが、年代や固有名詞に齟齬があり、出来事の検討

が十分になされているとは言いがたい点も見受けられる(2)。本稿の目的は、イ

タリアでの調査によって明らかになった点のうち、特に今後のラグーザ研究に

寄与すると思われる４点、すなわち、出生、修業、国内留学美術研究生派遣競

技、来日経緯を取り上げ、オリヴェーリのラグーザ伝に検討を加えることにあ

る。なお、本稿での引用に際しても第二版を使用する。 
 

１．出生 
 
「大理石の芸術家」には、ヴィンチェンツォ・ラグーザ(Vincenzo Ragusa)は、
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ミケーレ・ラグーザ(Michele Ragusa)とドロテア・フィリッペッリ(Dorotea 
Filippelli)の子として、1841 年７月８日に生まれたとある(3)。一方、ラグーザ

存命時から誕生日を 12 日としているものもある(4)。近年の出版物においても、

誕生日は８日と 12 日のいずれが正しいのか決着はついていなかった(5)。だが、

パレルモ国立文書館所蔵の「洗礼証明書」によって、ラグーザが、1841年７月

８日４時に誕生し、翌９日に洗礼を受けたことが確認できる(6)。 
 

２．修業 
 
ラグーザは 1860年にイタリア王国軍の兵役に就き、1864年２月 23日に除隊

命令を受けるが、実際には 1864年１月 28日にレッジョ・エミーリアにおいて

除隊となった(7)。オリヴェエーリが伝える「召集の際直ちに集まってきた正直

な兵士等に対する褒賞」だったと考えられる(8)。 
パレルモに帰郷したラグーザは彫刻家修業を決意する。そのとき、「既に 24

歳に達」していたとあるので(9)、その開始時期は 1865年の誕生日以降、つまり

この年の秋だったと考えられる。ラグーザは、ヌンツィオ・モレッロ(Nunzio 
Morello, Palermo, 1806-1875)の塑像学校へ、午後はサルヴァトーレ・ロ・フ
ォルテ(Salvatore Lo Forte, Palermo, 1809-1885)の指導の下に古代彫刻のデッ
サンを研究し、夜間は裸体学校に通って彫刻修学をしたという(10)。 
ミラーノ、ヴェネツィア、ナポリなどには、イタリア王国統一以前から独立

した、基礎から高度な美術教育を行う美術アカデミー（美術学校）が完備され

ており、それらは統一後、イタリア王国政府の管轄下に置かれて継続した。一

方、パレルモには長い間、ミラーノやヴェネツィアなどの美術アカデミーに匹

敵する独立した美術学校はなかった。イタリア王国統一以前、すなわちブルボ

ン王家による両シチリア王国時代、パレルモに設立された王立大学内に美術教

育部門(Collegio delle Belle Arti) が置かれており、そこで建築、彫刻、絵画、
裸体画の教育が行われていた(11)。モレッロは、新古典主義の彫刻家ヴァレリ

オ・ヴィッラレアーレ(Valerio Villareale, Palermo, 1777-1854)に就いて学んだ。
ヴィッラレアーレは、1821 年から 1854 年まで上述の王立大学の美術教育部門

で彫刻教師を勤め、その死後は、モレッロが 1860年まで受け継いだ。一方、ロ・

フォルテは、1837年から 1857年まで同大学の裸体画教師を勤めた(12)。しかし、

1860年のガリバルディー軍の上陸によって、シチリア島におけるブルボン家に
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よる統治終了とともに、以上の教育制度も再編を強いられることになった。そ

の年の内に、石膏像模型、美術作品を収集したギャラリーを備え、必要不可欠

な美術教育を行う美術アカデミー（美術学校）の設立が公布されたが、長い間、

実施されなかった。1879年にパレルモ出身のフランチェスコ・パオロ・ペレツ

が文部大臣となって、やっと具体化へ向けて動き出す。しかし、実際にパレル

モ王立美術学校が開校となるのは 1886 年 10月 16 日のことだった(13)。これよ

り以前、1884年に 11月 22日、開校に向けて７つの講座のための教師採用試験

の告知があり、ラグーザは「人物造形美術の講座」の教員に採用されている(14)。 

ラグーザが彫刻修業を行っていた時代、パレルモは政権交代後の混乱期の中

にあった。上述のように、政府公認の美術学校教育機関は存在せず、美術家が

個人的に教室を開いて美術教育を行っていたと考えた方が妥当だと思われる。

このような中にあって、ラグーザは、当時パレルモで実力のあった彫刻家モレ

ッロ、及び画家ロ・フォルテから薫陶を受けた。 ラグーザが美術学校教育機関

の修業免状をもっていなかったのは、以上の理由によると考えられる(15)。 
 

３．国内美術研究生派遣競技 
 
彫刻修業を開始して、「いまだその後三年もたたぬある日」ラグーザは「政府

が公布したローマ留学美術研究生派遣の競技」を知り応募する。オリヴェーリ

は、ラグーザが出品した習作塑像「眠れるデスデモナを殺さんとして躊躇する

オセルロ(Otello esitante ad uccidere Desdemona addormentata)」は「第一等
と鑑賞された」が、「情実関係という厄介物のため」に、「その後の勝利は不幸

にして彼のものではなかった」と伝えている(16)。 
筆者は、このローマ留学美術研究生派遣競技（コンクール）に関する史料を

見い出した(17)。シチリア古美術・美術委員会主催の応募要項は、1868 年８月

16 日に公布されている。ラグーザが 28 歳になった夏である。応募要項から、

この派遣競技は 1842年７月 27日付けの政令によって定められ、イタリア王国

政府移行後も継続していたことがわかる。この年の派遣競技の主旨は、彫刻を

学ぶ学生一人を選び、シチリア古美術・美術委員会が定めた場所において、３

年間奨学金を与えて研修を受けさせる、というものである。 

オリヴェーリは「ローマ留学美術研究生派遣の競技」と記したが、本史料中

には行き先はローマとは明言されていない。だが、1842 年７月 27 日付けの政
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令によって定められ当初は、留学先はローマであった(18)。アカデミックな美術

教育が健在であった 19世紀、イタリアを含めヨーロッパ諸国では、絵画、彫刻、

建築を志す学生にとって、最後はローマにおいて学業を完成させることが念願

であり、またひとかどの美術家として認められるために求められるものであっ

た(19)。ラグーザととともに来日したジョヴァンニ・ヴィンチェンツォ・カッペ

ッレッティも来日以前に、ミラーノにおいてローマ留学を可能とする「オッジ

ョーニ助成試験」を受けていた(20)。オリヴェーリが国内留学先をローマと記し

たのは妥当なことであった。だが、本競技で勝利したロザリオ・バニャスコ

(Rosario Bagnasco, Palermo, 1845-?))は、フィレンツェにおいてジョヴァン
ニ・デュプレ(Giovanni Duprè, Siena, 1817-Firenze, 1882)に、ローマにおい
てジュリオ・モンテヴェルデ(Giulio Monteverde, Bistagno, 1837- Roma, 
1917)に就いて研鑽を重ね、1873 年にパレルモへ戻った(21)。本競技勝利者の留

学先はシチリア古美術・美術委員会によって、フィレンツェとローマに定めら

れたのだと考えられる。 
さて、四項目からなる応募条件の要点を紹介しよう(22)。第一に「シチリア出

身者、非妻帯者、28歳より年長ではない者」、第二に「９月 15日までに品行証

明書を提出すること」、第三に「競技参加を許可された者は、タイトルを付した

習作を提出しなければならず、それは８日間以内に制作する。以前に制作した

作品が公立の美術学校において第一等級の賞、あるいは公的な展覧会で表彰の

メダルを得た者は、習作（の提出、筆者註）を免除される」、第四に「承認を得

た習作は、来る９月 20日午前８時に、委員会オフィスの入り口の掲示に示され

た場所に設置されることになる」。 
この競技は、シチリア古美術・美術委員会が中心になって行われたが、イタ

リア王国文部省の承認を得ながら進められた国内国費留学試験であった。 
競技において課せられた正式な題目は、「妻デスデモーナを殺そうとして躊

躇うそぶりのオセロー(Otello nell'atto esitante di uccidere Desdemona sua 
moglie)」である。この題目から各応募者は「習作塑像」を制作し、上述のよう
に、作品にはタイトルを付して提出した。 

審査結果を示す文書から、審査は 1868年 12月２日に行われたこと、審査員

は、シチリア古美術・美術委員会委員長ガエターノ・ダイタ(Gaetano Daita)、
ジュゼッペ・ディ・ジョヴァンニ(Giuseppe Di Giovanni)、ルイージ・バルバ



ヴィンチェンツォ・ラグーザ伝の検討──マリオ・オリヴェーリ著『大理石の芸術家』を中心に── 

 33 

(Luisi Barba)、 彫刻家のベネデット・デリジ(Benedetto Delisi, Palermo, 
1831c. - 1875)の４名だったこと、応募者の名前を伏して番号とタイトルによっ
てそれぞれの作品を審査し、その後に応募者名を明かすという方法が採られた

ことがわかる(23)。 

作品番号、作品のタイトル、応募者、審査点数を以下に示す。講評から、審

査は、意匠、構成、制作などについてなされていたことがわかるが、満点が何

点なのかは不明である。 
１．《全ての人 (Tutti uomini)》, ジュゼッペ・ルッフィーノ(Giuseppe 

Ruffino), ３点 

２．《もし、それぞれに精神の苦悩を言うなら  (Se di ognun l'interno 
affanno)》, ヴィンチェンツォ・ラグーザ, ３点 

３．《今、ここで精力が私の妄想から奪回する (Or qui vigor mia fantasia 
riprenda)》, ロザリオ・バニャスコ, ８点 

４．《神は全てを知っている (Iddio sa tutto)》, サルヴァトーレ・バラッテ

ィ(Salvatore Balatti), ０点 

５．《ダンテ (Dante)》, ベネデット・チビレッティ(Benedetto Civiletti, 
Palermo 1845 頃-1899頃）,  ６点 

 
１から４は、今回課せられた題目「妻デスデモーナを殺そうとして躊躇うそ

ぶりのオセロー 」に応じて制作されたものである。一方、チヴィレッティは、

《ダンテ》を提出した。詳細は不明だが、《ダンテ》は課題習作提出が免除とな

る条件を備えていたのだろう。チヴィレッティは、本競技試験の審査員でもあ

るデリジに就いて学んだ後、フィレンツェに赴きデュプレの下で学業を完成さ

せる。1865 年にパレルモへ帰郷し、《幼きダンテ (Il Dantino)》を制作した。
それは、モンテヴェルデから絶賛され、1872年のミラーノでの全イタリア美術

展覧会（後述）に出品されたという(24)。チヴィレッティが本競技で提出した《ダ

ンテ》は、この《幼きダンテ (Il Dantino)》であり、オリヴェーリが伝える《幼き
ダンテ (Dante fanciullo) 》でもあると考えられる。オリヴェーリは、《幼きダン
テ》がパルマで開催された第二回イタリア博覧会に出品されたと伝えている(25)。 

さて、ラグーザ作品及び競技勝利者のバニャスコ作品の講評を見てみよう(26)。 
 
「《もし、それぞれに精神の苦悩を言うなら》という表題の付いた第２番
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の作品についての意見。 

 バルバ氏は、輪郭やプロポーションが不完全なので、この作品に対して

意匠点を与えない。主題とオセローの躊躇を正確に表現しているので、構

成については点数を与える。制作に関しては、容姿のみならず衣襞造形の

バロック風の形態のために点数を与えない。 
 ベネデット・デリジ氏は、バルバ氏の判定全てにおいて、完全に従う。 

 ディ・ジョヴァンニ・ジュゼッペ氏もまた、バルバ氏によって述べられ、

デリジ氏によって追認された同じ（一語不明、「意見」か、筆者註）を告

げる。 

 《今、ここで精力が私の妄想から奪回する》という表題の付いた第３番

の作品についての意見。 

 デスデモーナの両手が同形ではないので欠陥があり、そして片方の手、

つまり胃の上に置かれた手は、手首の結合に不備がある。また、オセロー

において、短剣を持っている腕は釣り合いがとれていないので、バルバ・

ルイージ氏は、第３番目の作品に意匠点を与えない。 

 テーマが適切に描写され、主題が表現されているので、構成については

点数を与える。 

 浅浮彫について規定された規則に従って制作されているし、作品全体は

個性的であるので、また制作についても点数を与える。 

 ベネデット・デリジ氏は、構成及び制作に関してバルバ氏の意見に従う。

それから、意匠に関しては、いくつかの取るに足らない過ちがあることが

認められるが、それでも、全体としては非難に当たらないという考えから、

この作品に意匠点を与える。 

 ディ・ジョヴァンニ氏は、完全にデリジ氏の意見に従う。」 
 
オリヴェーリはラグーザの作品が「第一等と鑑賞された」と述べ、また「出

品作品が一堂に陳列されたとき民衆は一斉に審査のスキャンダルを叫んだ」と

伝えている(27)。これらの文言が事実に拠るものなのかどうか確認することはで

きない。だが、このような考えが示された根拠を想像することはできる。 

ラグーザが本競技の掲示を見ていたとき、「モレルロという男が彼にぶつか

るように走ってきて、「今度の競技試験は君にはとても望みはない」といった」

とオリヴェーリは伝えている(28)。吉浦訳の「モレルロという男」は、ラグーザ
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が通学していた学校の長であるヌンツィオ・モレッロだっただろう。ラグーザ

の実力を知っていることによるのか、あるいは、ラグーザ以外の弟子が本競技

試験で勝利することを期待していたことによるものか、発言の真意について知

る由はない。だが勝利したバニャスコも、ラグーザと同様にモレッロの弟子で

あった。バニャスコは 1869年１月１日から三年間、一年 1200リラの助成金を

得た(29)。フィレンツェ及びローマで学んだ後、パレルモに帰郷ししたバニャス

コは大理石の浅浮彫制作に関する競技試験や、1883年にカターニアで開催され

た競技試験で勝利している(30)。それゆえ、本競技試験におけるバニャスコの勝

利は、オリヴェーリが伝えるように「情実関係」が働いたためだけではなかっ

たと考えられる。一方、ラグーザは「民衆の反抗の声のおかげでイタリア美術

行脚とパルマの第二回イタリア博覧会見物を許可された」、「パレルモ市は彼の

精神的創痍回復のために、パレルモ市役所の会議室に据えられるべき暖炉の製

作を依頼した」とオリヴェーリは伝えているが(31)、これを確認し得る公文書は

現在までのところ見い出されていない。 
 

４．来日経緯 
 
隈元謙次郎はラグーザが「彫刻家として認められ、又日本に招聘さるる機縁

ともなったのは 1872年（明治５年）ミラノに開催された全伊太利亜美術展覧会

であった」と伝えている(32)。1872年８月 26日から 10月７日まで、ブレーラ宮

を会場として開催されたこの展覧会に、ラグーザは石膏製《パルマ王立美術学

校書記官のピエトロ・マルティーニ教授肖像半身像》及び、石膏製《装飾暖炉》

を出品した(33)。オリヴェーリは、「ミラノ展覧会の審査員等は非常に寛大な態

度で、ロンバルジア州以外の彫刻家三人に対してもウムベルト殿下賞を授ける

ことにした」と伝えている(34)。その三名とは、《天才フランクリン》作者のモ

ンテヴェルデ、《幼きダンテ》作者のチヴィレッティ、《装飾暖炉》作者のラグ

ーザである。しかしながら、ブレーラ美術学校古文書室所蔵の「ウンベルト殿

下賞」に関する文書には、この年の「ウンベルト殿下賞」受賞者はモンテヴェ

ルデの名前だけが記載され、チヴィレッティ及びラグーザの名前は見あたらな

い(35)。 
ラグーザの《装飾暖炉》が「ウンベルト殿下賞」を受賞していなかったにせ

よ、本作品は評判を呼び、ラグーザの出世作となったのは確かである。実際、
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ワンダーウィース伯爵(Conte Wonderwies、恐らく、正しくはフォン・デルヴ
ァイズ伯爵(Conte Von Dervies)）のルガーノの別荘に設置すべく、大理石で《装
飾暖炉》を製作することになったのである(36)。 
ラグーザはこの展覧会を機に、制作の拠点をミラーノに移し、1876年の渡日

まで、ミラーノ王立美術学校に近いモスコヴァ通り(Via Moscova)37 番に住ん

でいる(37)。1873 年のウィーン万国博覧会には、ブロンズ製《奴隷の自由(La 
libertà degli schiavi)》及び、「シチリアの地味の豊かさを象徴する装飾と人物
を施した」石膏製《装飾暖炉》を出品し、前者は８千リラの、後者は３千リラ

の値が付いた(38)。 
長い間明確ではなかった工部美術学校の教師選考の経緯については別所で述

べたので(39)、ここではラグーザが選ばれるまでの経緯に注目したい。オリヴェ

ーリは、「彫刻部の競争志願者数が五十人以上もあったのに彼は首席で合格し

た」と伝えている(40)。しかし、実際には、彫刻教師の候補者は 14 名であり、

建築は５名、絵画は 22名で、候補者の総数は 41名だった(41)。 絵画教師の選

考において、風景画家もしくは人物画家という二者択一問題が生じ、アントー

ニオ・フォンタネージ (Antonio Fontanesi, Reggio Emilia, 1818- Torino, 
1882)とエドアルド・トーファノ(Edoardo Tofano, Napoli, 1838-1920)が最終選

考に残り、最終的に前者が選ばれた(42)。また家屋装飾術（建築装飾、筆者註）

の教師には、はじめオスカール・カポッチ (Oscar Capocci, Napoli, 1825-1904)

が選ばれたのだが、彼が辞退した結果、カッペッレッティが選ばれた(43)。これ

らに対し、彫刻教師については、最初からラグーザが選ばれ、渡日を果たした

のである。 
工部美術学校教師の応募にあたり、美術学校教育機関の修業免状をもってい

ることが条件にはなっていなかった。文部省は、トリーノ、ミラーノ、ヴェネ

ツィア、フィレンツェ、ローマ、ナポリの６校の美術学校に候補者を打診し、

学校側は責任をもって候補者の推薦を行ったのだが、候補者推薦は当該校の出

身者に限定されていたわけではなかった。ラグーザは、当時、活動の拠点とし

ていたミラーノの王立美術学校の推薦を受けて応募した。ここにその推薦文を

紹介する(44)。 

 
「(…) 二人の彫刻家の内の一人は、パレルモ出身のヴィンチェンツォ・ラ

グーザ氏で、３年前からミラーノに居を構えています。人物彫刻において



ヴィンチェンツォ・ラグーザ伝の検討──マリオ・オリヴェーリ著『大理石の芸術家』を中心に── 

 37 

だけでなく、装飾、動物、果物や花々などの彫刻においても、とても有能

な美術家です。彼は、クワドラトゥーラ作品や建物の装飾、大理石やさま

ざまな石の裁断、またそれらの調整にも従事してきました。ロシア帝国参

事官のフォン・デルヴァイズ伯爵閣下の依頼による、ラグーザの大理石製

及びブロンズ製の作品一点の、添付の写真複製は、彼の能力についての見

解を提供し得るでしょう。彼はブロンズの鋳造技術に精通しており、また

蝋を含むさまざまな種類の造形美術に慣れ親しんでいます。並はずれた作

品の多さはこれらの長所と結びついています。彼はフランス語を話し、30

歳を少し越えた年齢です。生まれ故郷を離れてミラーノに赴く少し前に、

彼は兵役を終えていました。(…)」 
 
ラグーザの推薦文の内容は、「覚書」に示された工部美術学校の彫刻教師に求

めた能力のほぼ全てを、ラグーザが保持していることを証明している(45)。よっ

て、この推薦文からすれば、ラグーザが選ばれたのは至極妥当なことだったと

考えられる。実際、西洋彫塑の伝統が全くなかった日本における、ラグーザの

教育上の功績は既に多く語られてきたところである。だが、フォンタネージが

絵画教師として選ばれた背景には、首相を二度務めたベッティーノ・リカーソ

リによる支援があり、リカーソリはルッジェーロ・ボンギ文部大臣に直接働き

掛けていたように(46)、ラグーザにもこれと同様な、ボンギと懇意の有力者によ

る支援があったのである。 
ミラーノ王立美術学校副学長のジベルト・ボッローメオは二度に渡って、ボ

ンギにラグーザのことを依頼している。一度目は 1875年 10月 14日、ボッロー

メオはボンギに「ヴィンチェンツォ・ラグーザが私に熱心に願い、そして、ア

ッカデミアの名前においても、私は彼を熱烈に推薦している」旨を伝えた(47)。

これに対して、ボンギは 1875年 12月 28日付けのボッローメオ宛ての返信で、

「君からの推挙の功が支持されるかどうか分からない。(…) 審査はここに在駐

の日本帝国の代表者が行うだろう」と返答している(48)。しかし、この書簡が書

かれた翌日、イタリア外務省は文部省へ、日本側がイタリア側に教師の決定を

完全に委ねている旨を伝え(49)、ボンギは彫刻教師にラグーザを選ぶことになる。

1876年 1月 1日、ボッローメオはボンギへの書簡で「ラグーザは本当に才能豊

かな人物、いや、すばらしい彫刻家である他に、卓越した鋳造者なので、二重

に才能豊かな人物です。彼は向こうで（日本で、筆者註）イタリアの誉れとな
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るでしょう」と述べ、再度ラグーザを推している(50)。 

ラグーザはボッローメオ、並びにミラーノ王立美術学校長カルロ・ディ・ベ

ルジョイオーゾ伯爵からの熱烈な推挙を得たこともあって(51)、工部美術学校の

彫刻教師に選ばれたと考えられる(52)。 
 

おわりに 
 
以上、イタリアでの調査によって明らかになった点のうち、出生、修業、国

内留学美術研究生派遣競技、来日経緯の４点を取り上げ、オリヴェーリの『大

理石の芸術家 (Un artefice del marmo)』に検討を加えた。オリヴェーリの文言
には、事実を誇張して述べていると思われる箇所が散見された。恐らくそれら

は、ラグーザに対する敬愛の情に起因しているのだろう。今後の課題としては、

イタリア帰国後のラグーザの教育活動並びに制作活動について検討することが

挙げられる。 

 

 
略語一覧 

ACS = Archivio Centrale dello Stato（国立中央公文書館） 
ASP = Archivio di Stato di Palermo（パレルモ国立文書館） 
AAB = Archivio Storico Accademia di Belle Arti di Brera（ブレーラ美術学校古文書室） 
(doc. ) = ヴェネツィア大学博士学位論文、Mari Kawakami, "Kôbu Bijutsu Gakkô. 

Relazioni diplomatiche e rapporti artistici tra Italia e Giappone nella storia della 
prima Scuola Statale di Belle Arti di Tokio (1876-1883)" , tesi di dottorato di ricerca, 
Università Ca' Foscari di Venezia, XI ciclo, Venezia 2001の添付資料 (Appendice)の番
号を示す。 

b. = busta 
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(2) 吉浦訳は、「文章なんかどうでもいいから、大急ぎでざっとやってくれたまえ」との木
 



ヴィンチェンツォ・ラグーザ伝の検討──マリオ・オリヴェーリ著『大理石の芸術家』を中心に── 

 39 
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Novecento, Torino 1994, p. 227; AA. VV., Dizionario degli Artisti Siciliani di Luigi 
Sarullo, Vol. III, Novecento, Palermo 1994, Ragusa Vincenzo （頁記載なし）. 

(6) ASP, Stato Civile, Palermo, b. 1552, anno 1841, Licenza per Battesimo. 
(7) 註 4の Stato di servizio. 
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  "(…) Parere nel lavoro di Numero 2 segnato col motto "Se di ognun l'interno 
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(31) Oliveri, op. cit., p. 30; 木村前掲書、275-76頁。 
(32) 隈元謙次郎『明治初期来朝伊太利亜美術家の研究』三省堂、1940年、79頁。 
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(38) Catalogo Generale degli Espositori Italiani, Roma 1873, p. 187. 
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70-79頁；拙論「工部美術学校設立事情考」『美術史』第 155冊, 2003, 93-104頁。 
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(44) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 
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Giappone 1875-1884, Lettera di Antonio Caimi, Segretario della Regia Accademia di 
Belle Arti di Milano, al Ministero della Pubblica Istruzione, 25 settembre 1875 (doc. 
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in quella anche di ornato, di animali, di frutta fiori, ecc. Egli è pure esercitato 
nei lavori di quadratura e decorazione architettoniche, nel taglio dei marmi e 
delle pietre e nel loro assestamento. La unita riproduzione fotografica di un suo 
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(46) 前掲拙論「アントーニオ・フォンタネージの来日経緯再考」(註 39), 74-76頁。 
(47) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1a versione (1860-1880), b. 

1744, Ragusa Vincenzo, Lettera di Giberto Borromeo, Consigliere dell'Accademia di 
Belle Arti di Milano, a Ruggiero Bonghi, Ministro della Pubblica Istruzione, 14 ottobre 
1875 (doc. 176). 
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(48) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1a versione (1860-1880), b. 
1744, Ragusa Vincenzo, Minuta della lettere di Ruggiero Bonghi, Ministro della 
Pubblica Istruzione, a Giberto Borromeo, Consigliere dell'Accademia di Belle Arti di 
Milano, 28 dicembre 1875 (doc. 177). 
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(49) 前掲拙論「アントーニオ・フォンタネージの来日経緯再考」(註 39), 72-73頁。 
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Belle Arti di Milano, a Ruggiero Bonghi, Ministro della Pubblica Istruzione, 1 gennaio 
1876 (doc. 178). 
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Giappone 1875-1884, Minuta della Relazione dei "Richiedenti per la Scuola di Belle 
Arti di Tokio" con la lettera di Giulio Rezasco, Direttore Capo della Seconda Divisione 
del Ministero della Pubblica Istruzione, dicembre 1875 (doc. 34). 
  ミラーノ王立美術学校からのラグーザの推薦文(註 44)の転記に続いて、"È vivamente 

raccomandato dal Conte Giberto Borromeo e dal Conte Carlo di Belgioioso"と記載され
ている。 

(52) オリヴェーリは、ラグーザは、正式任命を受ける前に、ブレーラ宮において、ベルジ
ョイオーゾ及びボッロメーオから祝福される一方で、日本行きを断念しないかとしきりに

勧められた、と伝えている。Oliveri, op. cit., p. 53-54; 木村前掲書、290頁。 


